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民間の公益活動の健全な発展を促進するための公
益法人制度改革関連三法が平成 20 年 12 月 1 日に施
行され、約１年が経過しようとしています。公益法
人に関して、明治 29 年（1896 年）に民法で定められ
て以降、平成 12 年（2000 年）に入るまで抜本的な見
直しは行われてきませんでした。

本稿では、改めて制度の改革の概要を振り返りた
いと思います。
■法人の設立と公益性の判断の分離

従来の公益法人は、公益性の判断基準が不明確で
あったり、営利法人に似た法人や、共益的な法人が
主務官庁の許可によって設立されたり、税制上の優
遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等と
なっているといった指摘や批判がありました。

このような指摘や批判の背景として、『法人の設
立』と『公益性の判断』が同じ主務官庁にて行われ
ていたということがあります。

(行政改革推進本部事務局のパンフレットより)
公益法人制度改革において、『法人の設立』に関

しては登記のみで可能になり(一般社団法人・一般財
団法人)、『公共性の判断』に関しては、民間有識者
からの意見に基づき総理大臣又は都道府県知事が各
法人の公益性の認定を行うようになりました(公益
社団法人・公益財団法人)。

「法人の設立・公益性の判断・税制優遇」が一つ
の主務官庁の下にワンセットにされていたものが、
『法人の設立』と『公益性の判断』と「税制優遇」
に分けられました。

一般法人と公益法人の関係は、下図のようになり
ます。

(行政改革推進本部事務局のパンフレットより)
なお、現存の公益法人は「特例民法法人」と呼ば

れ、５年間の間に公益法人を申請するか、一般法人
への移行をするかを選択しなければなりません。
■適用される会計基準
（１）公益社団法人・公益財団法人・特例民法法人

平成20年公益法人会計基準(平成20年12月1日以後
開始する事業年度から適用するものとされています。
ただし、平成20年12月1日以後開始する最初の事業年
度の財務諸表は、平成16年基準を適用して作成する
ことも可能です。)

作成すべき財務諸表は、ＢＳとＰＬ（正味財産増
減計算書）とＣＦ計算書・附属明細書です。ＣＦ計
算書は会計監査人を設置する法人以外の法人は作成
しないこともできます。
（２）一般社団法人・一般財団法人

義務付けられている会計基準はありません。しか
し、ＢＳとＰＬの作成は求められていますので、こ
れまでの現金収支ベースでの計算書では認められま
せん。

一般社団・財団で公益事業を行っている場合には
公益法人会計基準に準拠することが望ましいと思わ
れますが、営利活動を行っている場合は企業会計基
準への準拠でも問題ないと思われます。
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